
介護保険サービス事業者等の国指定基準・市要綱

国基準・市要綱

訪問介護

（介護予防）訪問入浴介護

（介護予防）訪問看護

（介護予防）訪問リハビリテーション

（介護予防）居宅療養管理指導

通所介護

（介護予防）通所リハビリテーション

（介護予防）短期入所生活介護

（介護予防）短期入所療養介護

（介護予防）特定施設入居者生活介護

（介護予防）福祉用具貸与

特定（介護予防）福祉用具販売

介護老人福祉施設 指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準（平成１１年３月３１日厚生省令第３９号）

介護老人保健施設 介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準（平成１１年３月３１日厚生省令第４０号）

介護医療院 介護医療院の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準（平成３０年１月１８日厚生労働省令第５号）

介護療養型医療施設
健康保険法等の一部を改正する法律附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされ
た指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する基準（平成１１年３月３１日厚生省令第４１号）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護

（介護予防）認知症対応型通所介護

（介護予防）小規模多機能型居宅介護

（介護予防）認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活
介護

看護小規模多機能型居宅介護

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年３月３１日厚生省令第３８号）

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な
支援の方法に関する基準（平成１８年３月１４日厚生労働省令第３７号）

事業実施要綱 京都市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

介護型ヘルプサービス 京都市介護型ヘルプサービスの事業の人員，設備及び運営に関する要綱

生活支援型ヘルプサービス 京都市生活支援型ヘルプサービスの事業の人員，設備及び運営に関する要綱

支え合い型ヘルプサービス 京都市支え合い型ヘルプサービスの事業の人員，設備及び運営に関する要綱

介護予防型デイサービス 京都市介護予防型デイサービスの事業の人員，設備及び運営の基準に関する要綱

短時間型デイサービス 京都市短時間型デイサービスの事業の人員，設備及び運営の基準に関する要綱

短期集中運動型デイサービス 京都市短期集中運動型デイサービスの事業の人員，設備及び運営の基準に関する要綱

総
合
事
業

○居宅サービス
　指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準（平成１１年３月３１日厚生省令第３７号）

○介護予防サービス
　指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の
ための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年３月１４日厚生労働省令第３５号）

○地域密着型サービス
　指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準（平成１８年３月１４日厚生労働省令
第３４号）

○地域密着型介護予防サービス
　指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ
スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年３月１４日厚生労働省令第３６号）
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